身体障がい者（児）等訪問入浴サービス事業に要する額の基準

イ　身体障がい者（児）等訪問入浴サービス事業に要する費用の額は、介護保険法に基づく厚生労働省令で定める訪問入浴介護費に準じ、身体障がい者（児）等訪問入浴サービス事業算定単位基準表に厚生労働大臣が定める割合を乗じて得た額とし、下記の表のとおりとする。
ロ　イの規定により事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は捨てて計算する。

	
	サービス内容
	単位数
	請求額（円）

	訪問入浴サービス事業
	基本（看護職１名及び介護職２名で対応）
	1,266
	12,925

	
	支障がないと認められた場合に、
介護職３名で対応
	1,202
	12,272

	
	利用者の希望により、清拭又は
部分浴を実施（看護職１名及び
介護職２名で対応）
	1,139
	11,629

	
	支障がないと認められた場合に、
介護職３名で清拭又は部分浴を
実施
	1,082
	11,047



